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問

問

問

問

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

耕
作
放
棄
地
等
の
課
題
も
あ
る
た
め
、

既
存
集
落
や
幹
線
道
路
の
周
辺
で
地

域
の
活
力
維
持
が
求
め
ら
れ
て
い
る

区
域
、
既
に
宅
地
的
な
造
成
が
行
わ

れ
た
区
域
な
ど
で
は
、
地
区
計
画
制

度
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
土
地
の

有
効
利
用
を
誘
導
し
て
い
き
た
い
。

	
市
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
地
域
へ
の
住
宅
移
転
に
つ
い

て
考
え
を
聞
く
。

	

現
在
、
県
と
進
め
て
い
る
市

街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画

制
度
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
産
業

系
と
し
て
の
土
地
利
用
の
他
、
住
居

系
の
地
区
計
画
も
検
討
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
津
波
浸
水
区
域
か

ら
外
れ
て
い
る
既
存
集
落
の
う
ち
、

市
街
化
区
域
ま
た
は
地
域
の
拠
点
と

な
る
公
益
施
設
等
に
近
接
し
、
か
つ

９
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
員
の
幹
線
道

路
に
接
し
て
い
る
地
区
の
一
定
範
囲

に
つ
い
て
、
居
住
者
等
の
利
便
性
の

向
上
を
確
保
す
る
た
め
の
土
地
利
用

を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

検
討
中
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
、

地
域
条
件
に
一
定
の
制
限
は
あ
る
も

の
の
、
津
波
浸
水
区
域
か
ら
浸
水
し

な
い
場
所
に
移
転
し
た
い
と
考
え
て

い
る
市
民
の
希
望
に
応
え
ら
れ
る
と

答

考
え
る
。

	

今
後
の
土
地
利
用
に
つ
い
て

聞
く
。

	

県
と
地
区
計
画
制
度
の
協
議

が
調
え
ば
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
定

に
沿
っ
て
、

・
津
波
浸
水
区
域
か
ら
の
事
務
所
系

施
設
の
移
転

・
地
域
住
民
の
利
便
性
の
向
上
を
目

指
し
た
店
舗
等
商
業
施
設
の
立
地

な
ど
、
本
市
独
自
の
地
区
計
画
制
度

を
活
用
し
た
土
地
利
用
が
促
進
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

今
後
と
も
機
能
的
で
秩
序
あ
る
土

地
利
用
を
図
り
、
市
民
の
命
と
暮
ら

し
を
守
り
な
が
ら
、
活
力
あ
る
地
域

問答

震
災
に
備
え
た
ま
ち
づ
く
り
計
画
を

　

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
被
害
想
定
で
は
、
市
街
化
区
域
の
約
４
割
の
エ
リ

ア
の
長
期
浸
水
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
現
在
策
定
中
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
掲
げ
る
、 「
減

災
の
観
点
か
ら
土
地
利
用
の
適
正
化
に
努
め
る
」
と
い
う
基
本
方
針
に
基
づ
き
、

都
市
の
健
全
な
発
展
と
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
土
地
利
用
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
５
カ
所
の
地
域
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
と
１
カ
所
の
分
室
を
設

置
し
、
保
健
師
・
主
任
介
護
支
援
専
門
員
・
社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職
が
高

齢
者
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
17
の
出
張
所
で
は
、
地
域
の
身
近
な

相
談
窓
口
と
し
て
総
合
相
談
・
支
援
等
や
介
護
予
防
活
動
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
地
域
福
祉
の
中
核
的
な
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
機
能
・
体
制
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

	

本
市
の
土
地
利
用
計
画
に
つ

い
て
聞
く
。

	

市
街
化
区
域
に
お
い
て
は
、

長
期
浸
水
の
被
害
を
受
け
な
い
一
定

規
模
の
土
地
に
つ
い
て
、
業
務
機
能

や
産
業
機
能
の
有
効
活
用
が
進
む
よ

う
に
、
用
途
地
域
の
柔
軟
な
見
直
し

を
検
討
し
て
い
く
。

　

例
え
ば
、
新
た
な
幹
線
道
路
の
整

備
に
よ
っ
て
店
舗
な
ど
沿
道
系
の
土

地
利
用
が
可
能
と
な
っ
て
も
、
用
途

地
域
が
住
居
系
の
場
合
、
用
途
が
制

限
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
周
辺
地

域
と
の
間
に
大
き
な
環
境
差
が
生
じ

な
い
範
囲
で
商
業
系
用
途
へ
の
見
直

し
を
行
う
な
ど
、
市
民
の
利
便
性
の

向
上
や
地
域
の
発
展
に
つ
な
げ
て
い

く
こ
と
を
目
指
す
。

　

ま
た
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い

て
は
、
農
林
漁
業
と
の
健
全
な
調
整

を
図
り
、
市
街
化
を
抑
制
す
る
こ
と

答

９月定例会
で可決した 主な議案
○延滞金の利率の見直しに伴う関係
条例の整備に関する条例制定議案
　地方税法の改正に伴う市税の延
滞金の利率の見直しに準じて、手
数料並びに延滞金条例他３条例の
延滞金の利率について見直し等を
行うため、条例を制定するもの。
○新図書館等複合施設整備業務委託
契約締結議案
　新図書館等複合施設整備業務に
ついて、県との間に価格51億9,929
万5,000円で委託契約を締結しよう
とするもの。
○北部汚水幹線管渠築造工事（25－
１）請負契約締結議案
　北部汚水幹線の汚水管推進工お
よび立坑工等に係る工事につい
て、 価格１億7,587万5,000円で請
負契約を締結しようとするもの。

	

地
域
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー

の
現
状
に
つ
い
て
聞
く
。

	
地
域
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー

は
、
介
護
保
険
制
度
の
基
幹
施
設
と

し
て
高
齢
者
の
相
談
を
受
け
て
い
る
。

相
談
件
数
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

平
成
24
年
度
は
６
７
８
２
件
と
、
前

年
度
よ
り
22
・
５
％
増
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
地
域
の
関
係
機
関
と
の

連
携
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
支
援
、
介

護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
業
務
も

担
っ
て
お
り
、
要
介
護
認
定
者
数
の

増
加
に
伴
い
、
各
セ
ン
タ
ー
と
も
多

答

忙
を
極
め
る
状
況
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
専
門
性
を
有
す
る
保

健
師
・
主
任
介
護
支
援
専
門
員
・
社

会
福
祉
士
の
体
制
強
化
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
。

	

専
門
性
を
有
す
る
人
員
の
確

保
に
つ
い
て
聞
く
。

	

26
年
度
か
ら
民
間
経
験
を
有

す
る
社
会
福
祉
士
を
専
門
職
と
し
て

採
用
す
る
た
め
、
職
員
採
用
試
験
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
に

つ
い
て
は
、
本
年
度
内
に
２
名
に
増

答

え
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
こ
の
資
格

の
取
得
に
は
一
定
の
実
務
経
験
が
必

要
で
あ
る
た
め
、
経
験
を
有
す
る
職

員
に
資
格
取
得
を
促
す
な
ど
、
人
員

確
保
に
向
け
て
努
力
し
て
い
き
た
い
。

	

出
張
所
の
現
状
と
体
制
整
備

に
つ
い
て
聞
く
。

	

出
張
所
は
、
現
在
１
名
も
し

く
は
２
名
の
人
員
体
制
で
運
営
し
て

お
り
、
24
年
度
は
延
べ
１
万
９
９
３

３
件
の
相
談
に
対
応
し
て
い
る
。

　

運
営
に
つ
い
て
は
、
直
営
の
と
さ

や
ま
出
張
所
を
除
き
、
地
域
の
医
療

法
人
等
に
業
務
を
委
託
し
て
い
る
が
、

特
に
１
名
体
制
の
出
張
所
で
マ
ン
パ

ワ
ー
不
足
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
26

年
度
も
引
き
続
き
予
算
要
求
を
し
て
、

順
次
体
制
強
化
を
進
め
て
い
き
た
い
。

問答

の
発
展
を
目
指
す
安
全
、
安
心
な
都

市
の
実
現
に
向
け
て
さ
ら
に
取
り
組

ん
で
い
く
。

地
区
計
画
制
度

　

地
区
住
民
の
合
意
に
基
づ
き
、
建

築
物
に
関
す
る
制
限
や
道
路
・
公
園

等
の
配
置
な
ど
を
計
画
と
し
て
定
め
、

良
好
な
環
境
の
保
全
・
改
善
を
図
る

制
度

身
近
で
高
齢
者
の
支
え
を

　
　―
地
域
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
―

人
事
議
案

９
月
定
例
会
最
終
日
の
27
日
に
、

市
長
か
ら
、
人
権
擁
護
委
員
推
薦
に

つ
い
て
の
諮
問
議
案
が
提
出
さ
れ
、

異
議
な
き
旨
答
申
し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員

大
崎

昌
英

関
田

浩
美

吉
川

葉
子




